
- 191 - 

        令和２年第１回阿波市議会定例会会議録（第４号） 

招集年月日  令和２年３月１８日 

招集場所   阿波市議会議場 

出席議員（２０名）        

  １番 武 澤   豪         ２番 北 上 正 弘 

  ３番 後 藤   修         ４番 坂 東 重 夫 

  ５番 藤 本 功 男         ６番 笠 井 安 之 

  ７番 中 野 厚 志         ８番 笠 井 一 司 

  ９番 川 人 敏 男        １０番 樫 原   伸 

 １１番 松 村 幸 治        １２番 吉 田   稔 

 １３番 森 本 節 弘        １４番 江 澤 信 明 

 １５番 樫 原 賢 二        １６番 木 村 松 雄 

 １７番 阿 部 雅 志        １８番 出 口 治 男 

 １９番 原 田 定 信        ２０番 三 浦 三 一 

欠席議員（なし） 

会議録署名議員 

  ３番 後 藤   修         ４番 坂 東 重 夫 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席したものの職氏名 

 市    長 藤 井 正 助     副  市  長 町 田 寿 人 

 副  市  長 木 具   恵     教  育  長 坂 東 英 司 

 企画総務部長 安 丸   学     市 民 部 長 三 浦 康 雄 

 健康福祉部長 野 﨑 圭 二     産業経済部長 阿 部 芳 郎 

 建 設 部 長 川 野 一 郎     教 育 部 長 矢 田 正 和 

 会 計 管 理 者 藤 川 靖 人     企画総務部次長 坂 東 孝 一 

 企画総務部次長 岩 野 竜 文     市 民 部 次 長 阿 部 仁 子 

 健康福祉部次長 寺 井 加代子     産業経済部次長 岩 佐 賢 二 

 建 設 部 次 長 猪 尾   正     教 育 部 次 長 森 北 博 文 

 教 育 部 次 長 高 田 敬 二     吉 野 支 所 長 石 川   久 

 土 成 支 所 長 成 谷 史 代     阿 波 支 所 長 妹 尾 浩 子 

 水 道 課 長 藤 野 芳 大     農業委員会事務局長 吉 川 和 宏 



- 192 - 

 監査事務局長 大 木 悠 子     財 政 課 長 稲 井 誠 司 

 



- 193 - 

職務のため出席したものの職氏名 

 議会事務局長 阿 部   守     事務局議事総務課長 笠 井 久美代 

 事務局議事総務課主幹 石 原 かおり     事務局議事総務課長補佐 藤 岡 知 寛 

議事日程        

 日程第 １ 議案第 １号 令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について 

 日程第 ２ 議案第 ２号 令和元年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について 

 日程第 ３ 議案第 ３号 令和元年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）について 

 日程第 ４ 議案第 ４号 令和元年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第 ５ 議案第 ５号 令和２年度阿波市一般会計予算について 

 日程第 ６ 議案第 ６号 令和２年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

 日程第 ７ 議案第 ７号 令和２年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

 日程第 ８ 議案第 ８号 令和２年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第 ９ 議案第 ９号 令和２年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算について 

 日程第１０ 議案第１０号 令和２年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に

ついて 

 日程第１１ 議案第１１号 令和２年度阿波市介護保険特別会計予算について 

 日程第１２ 議案第１２号 令和２年度阿波市水道事業会計予算について 

 日程第１３ 議案第１３号 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第１４号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便

性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について 

 日程第１５ 議案第１５号 阿波市おもてなし公園設置及び管理に関する条例の制定に

ついて 

 日程第１６ 議案第１６号 阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する条



- 194 - 

例の制定について 

 日程第１７ 議案第１７号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定について 

 日程第１８ 議案第１８号 阿波市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

 日程第１９ 議案第１９号 阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部改

正について 

 日程第２０ 議案第２０号 阿波市印鑑登録条例の一部改正について 

 日程第２１ 議案第２１号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第２２ 議案第２２号 阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正について 

 日程第２３ 議案第２３号 阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第２４ 議案第２４号 阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部改正につ

いて 

 日程第２５ 議案第２５号 阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通園

バスの使用に関する条例の廃止について 

 日程第２６ 議案第２６号 阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

 日程第２７ 議案第２７号 阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

 日程第２８ 議案第２８号 阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について 

 日程第２９ 議案第２９号 阿波市立学校設置条例の一部改正について 

 日程第３０ 議案第３０号 阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について 

 日程第３１ 議案第３１号 阿波市立図書館等の地番の変更に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について 

 日程第３２ 議案第３２号 阿波市公民館条例の一部改正について 

 日程第３３ 議案第３３号 阿波市道路線の認定について 

 日程第３４ 議案第３４号 阿波市道路線の変更について 

 日程第３５ 議案第３５号 阿波市道路線の廃止について 



- 195 - 
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            午前１０時００分 開議 

○議長（森本節弘君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程はお手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 １ 議案第 １号 令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について 

  日程第 ２ 議案第 ２号 令和元年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

               号）について 

  日程第 ３ 議案第 ３号 令和元年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

  日程第 ４ 議案第 ４号 令和元年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

               について 

  日程第 ５ 議案第 ５号 令和２年度阿波市一般会計予算について 

  日程第 ６ 議案第 ６号 令和２年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第 ７ 議案第 ７号 令和２年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第 ８ 議案第 ８号 令和２年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算について 

  日程第 ９ 議案第 ９号 令和２年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算につい 

               て 

  日程第１０ 議案第１０号 令和２年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

               について 

  日程第１１ 議案第１１号 令和２年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第１２ 議案第１２号 令和２年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第１３ 議案第１３号 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

               に関する条例の一部改正について 

  日程第１４ 議案第１４号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利 

               便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るた 

               めの行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 

               法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 
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               理に関する条例の制定について 

  日程第１５ 議案第１５号 阿波市おもてなし公園設置及び管理に関する条例の制定 

               について 

  日程第１６ 議案第１６号 阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する 

               条例の制定について 

  日程第１７ 議案第１７号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図 

               るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係 

               条例の整理に関する条例の制定について 

  日程第１８ 議案第１８号 阿波市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につい 

               て 

  日程第１９ 議案第１９号 阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部 

               改正について 

  日程第２０ 議案第２０号 阿波市印鑑登録条例の一部改正について 

  日程第２１ 議案第２１号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第２２ 議案第２２号 阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運 

               営に関する基準を定める条例の一部改正について 

  日程第２３ 議案第２３号 阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正に 

               ついて 

  日程第２４ 議案第２４号 阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部改正に 

               ついて 

  日程第２５ 議案第２５号 阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通 

               園バスの使用に関する条例の廃止について 

  日程第２６ 議案第２６号 阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一 

               部改正について 

  日程第２７ 議案第２７号 阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 

               基準を定める条例の一部改正について 

  日程第２８ 議案第２８号 阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について 

  日程第２９ 議案第２９号 阿波市立学校設置条例の一部改正について 

  日程第３０ 議案第３０号 阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について 

  日程第３１ 議案第３１号 阿波市立図書館等の地番の変更に伴う関係条例の整理に 
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               関する条例の制定について 

  日程第３２ 議案第３２号 阿波市公民館条例の一部改正について 

  日程第３３ 議案第３３号 阿波市道路線の認定について 

  日程第３４ 議案第３４号 阿波市道路線の変更について 

  日程第３５ 議案第３５号 阿波市道路線の廃止について 

○議長（森本節弘君） 日程第１、議案第１号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６

号）についてから日程第３５、議案第３５号阿波市道路線の廃止についてまでの計３５件

を一括議題といたします。 

 以上の案件につきましては、各常任委員会に付託してありますので、各委員長の報告を

求めます。 

 まず初めに、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長笠井一司君。 

○総務常任委員長（笠井一司君） 総務常任委員会の審査結果と経過についてご報告申し

上げます。 

 本委員会は、去る３月１３日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案第

１号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）についての所管部分、議案第２号令和

元年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、議案第５号令和２年度

阿波市一般会計予算についての所管部分、議案第６号令和２年度阿波市御所財産区特別会

計予算について、議案第７号令和２年度阿波市国民健康保険特別会計予算について、議案

第８号令和２年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算について、議案第１０号令和２年度

阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、議案第１３号阿波市特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第１４号情報

通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第１５号阿

波市おもてなし公園設置及び管理に関する条例の制定について、議案第１６号阿波市行政

組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第１７号成年被後

見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第１８号阿波市職員の服務の

宣誓に関する条例の一部改正について、議案第１９号阿波市消防団の定員、任免、服務等
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に関する条例の一部改正について、議案第２０号阿波市印鑑登録条例の一部改正につい

て、議案第２１号阿波市国民健康保険税条例の一部改正についての市長提出議案１６件に

ついて、理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第１号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）についての所管部分で、市民

部関係では、委員から、個人番号カード交付事業における交付状況について質疑がありま

した。理事者からは、３月１日現在の交付枚数は３，８５７枚で交付率は１０．２％とな

っている。推進キャンペーンや確定申告会場での呼びかけ等により、１０月までの月平均

申請件数は４１件から、１１月９０件、１月は１００件余り、２月においては４００件を

超える申請があったとの答弁でございました。 

 議案第５号令和２年度阿波市一般会計予算についての所管部分では、企画総務部関係で

は、委員から、災害対策費の備品購入費について、消費期限が切れるものの処分やマスク

の備蓄について質疑がありました。理事者からは、計画的に購入している災害用備蓄品で

ある非常食や飲料水について、来年度から消費期限が切れるものについては防災訓練など

で早目の活用を考えている。マスクについては、災害時に医療救護所で使えるよう備蓄を

しているが、今後このような災害に対応できるよう計画的に備蓄を進めていきたいとの答

弁でした。 

 市民部関係では、委員から、税務総務費に徳島滞納整理機構負担金が計上されている

が、本年度の状況はとの質疑に対して、理事者からは、毎年３０件、約２，０００万円の

委託、移管をしており、本年度は２，６６０万円となっている。収納については、６月か

ら２月までの９カ月で１，３７５万円、５７．２％となっている。残り３カ月あり、例年

６５％前後の収納率で、今回も１，７００万円程度の収納額を期待しているとの答弁でし

た。 

 議案第７号令和２年度阿波市国民健康保険特別会計予算についてでは、委員から、保険

給付費等交付金のうち、保険者努力支援分の内容について質疑がありました。理事者から

は、市町村の医療費適正化、予防、健康づくりなどの取り組み状況に応じて支援する制度

で、平成３０年度の交付金額は１，５６０万６，０００円であったとの答弁がありまし

た。 
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 議案第１９号阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正について、委

員から、条例の改正内容の詳細と改正することによる利点について質疑がありました。理

事者からは、平成２８年７月に結成した救援機動隊は、昼間の火災の出動や行方不明者の

捜索、自然災害への対応など、３年半を超えて活動してきた。また、令和２年度より排水

ポンプ車の運用も行うこととなっており、今回の条例改正で救援機動隊の隊長、副隊長、

分隊長を地域別分団と同等の階級に位置づけることで、地域防災力のかなめとなる消防団

の組織強化を図り、自然災害に備えたいとの説明がありました。 

 以上、総務常任委員会の審査結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（森本節弘君） 総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認めます。 

 これで総務常任委員会委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員会委員長吉田稔君。 

○文教厚生常任委員長（吉田 稔君） 文教厚生常任委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 当委員会は、去る３月１２日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案第

１号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）についての所管部分、議案第３号令和

元年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、議案第４号令和元

年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、議案第５号令和２年度阿波市

一般会計予算について所管部分、議案第９号令和２年度阿波市農業集落排水事業特別会計

予算について、議案第１１号令和２年度阿波市介護保険特別会計予算について、議案第２

２号阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正について、議案第２３号阿波市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正

について、議案第２４号阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部改正について、

議案第２５号阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通園バスの使用に関す

る条例の廃止について、議案第２６号阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例

の一部改正について、議案第２７号阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
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る基準を定める条例の一部改正について、議案第２９号阿波市立学校設置条例の一部改正

について、議案第３０号阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について、議案第３１

号阿波市立図書館等の地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての所

管部分、議案第３２号阿波市公民館条例の一部改正についての市長提出議案１６件につい

て、理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以下、審査の過程でありました質疑内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げま

す。 

 議案第１号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）所管部分について、市民部関

係では、委員から、浄化槽の設置件数と設置に対する補助金について質疑がありました。

理事者からは、今年度は、今現在新規の設置件数は４９件、転換が２４件、補助金につい

ては新規が一律６万円、転換については５人槽が３３万２，０００円、７人槽が４１万

４，０００円、１０人槽が５４万８，０００円となっている。また、今年度からは、宅内

配管の補助を３０万円上乗せしているとの答弁がありました。 

 次に、議案第５号令和２年度阿波市一般会計予算所管部分について、健康福祉部関係で

は、委員から、土成放課後児童クラブの定数を超える申し込みの現状と、阿波市全体の放

課後児童クラブの定数と利用者のバランスについて質疑がありました。理事者からは、阿

波市全体の放課後児童クラブの定員は４７０名で登録児童数は４２５名となっている。土

成の放課後児童クラブは１４名の待機児童がいる。市としては計画的に整備等を行ってい

きたいが、児童数の減少も考え、慎重に検討して整備していくとの答弁がありました。 

 また、委員から、児童数の減少も勘案しながら、できるだけ保護者のニーズに沿った対

策をとの要望がありました。 

 教育委員会関係では、委員から、徳島駅伝選手団補助金の増額について、また令和２年

度から始まる教育ＩＣＴ環境整備事業のＧＩＧＡスクール構想とデジタル教科書について

質疑がありました。理事者からは、徳島駅伝阿波市選手団補助金の増額については、県外

遠征と合宿の充実を行い、選手団の強化を図っていくための増額である。また、教育ＩＣ

Ｔ環境整備事業のＧＩＧＡスクール構想は、児童・生徒に１人１台のパソコンを県が県内

市町村の必要台数を共同購入し、順次導入していく予定である。本市においては、令和２

年度に小学校５、６年生と中学校１年生へ導入予定である。デジタル教科書等について

は、パソコン導入に伴い必要になることから、学校と協議しながら必要な教材を決めてい
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くとの答弁がありました。 

 市民部関係では、委員から、電気式の生ごみ処理機購入補助金の１台当たりの補助金額

について、また生ごみを資源化するコンポストを使用して家庭でもできるだけ生ごみの処

理をしてはどうかと質疑がありました。理事者からは、電気式の生ごみ処理機について、

１台当たりの購入補助金は購入額の２分の１で、上限３万円である。また、コンポストに

よる生ごみ処理を推進するため本年度２００基を無料配布した。令和２年度も無料配布を

実施する予定であるとの答弁がありました。 

 議案第２５号阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園入所園児の通園バスの使用に関

する条例の廃止について、健康福祉部関係では、委員から、土成中央認定こども園の通園

バスの廃止について質疑がありました。理事者からは、年々利用者が減少している。ま

た、バスも平成１６年購入ということで古くなったため廃止する。保護者とバスの管理会

社には説明を行い、了承をいただいているとの答弁がありました。 

 以上、文教厚生常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（森本節弘君） 文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認めます。 

 これで文教厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

 産業建設常任委員会委員長樫原賢二君。 

○産業建設常任委員長（樫原賢二君） 産業建設常任委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 当委員会は、去る３月１１日、委員６名が出席して会議を開き、付託されました議案第

１号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について所管部分、議案第５号令和２

年度阿波市一般会計予算について所管部分、議案第１２号令和２年度阿波市水道事業会計

予算について、議案第２８号阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について、議案第

３１号阿波市立図書館等の地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

所管部分、議案第３３号阿波市道路線の認定について、議案第３４号阿波市道路線の変更

について、議案第３５号阿波市道路線の廃止についての市長提出議案８件について、理事
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者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第１号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）についての所管部分に関し

て、産業経済部関係では、委員から、プレミアム付商品券事業の実績について質疑があり

ました。理事者からは、プレミアム付商品券の購入対象者は１万２８８人であり、現在の

購入者は３，２８２人となっている。全対象者の３２％程度の方が購入していると答弁が

ございました。 

 また、委員から、プレミアム付商品券事業について周知が不十分だったのではないかと

質疑がありました。理事者からは、広報阿波並びにケーブルテレビにおいて周知を行い、

また対象者には個別で通知し、周知を図ってきたため、周知は十分にできていると認識し

ている。１月末のデータでは、県下の市町村でも３０％程度の実績であったと答弁があり

ました。 

 建設部関係では、委員から、地籍調査の進捗率について質疑がありました。理事者から

は、令和２年３月末時点で市全体の進捗率は８１．７６％となっており、令和２年度の事

業が全て完了すると８２．１７％となる見込みであると答弁がありました。 

 議案第５号令和２年度阿波市一般会計予算についての所管部分に関して、産業経済部関

係では、委員から、地域おこし協力隊起業支援補助金の対象者について質疑がありまし

た。理事者からは、本市には２名の地域おこし協力隊が在籍しており、令和２年度末まで

の任期となっている。その方々が独立し起業するに当たり、補助金として支援するもので

あり、国が定める地域おこし協力隊の要綱に基づいていると答弁がありました。 

 また、委員から、鳥獣対策事業費について、鳥獣害被害の調査をどのように行っている

か質疑がありました。理事者からは、鳥獣害被害については、市民の方々からの連絡並び

に来庁していただき、被害状況の聞き取りや現地確認等を行っており、市民の方のご意見

をお伺いしている。今年は猿、鹿による食害等がふえているとの情報も寄せられていると

答弁がありました。 

 また、委員から、市商工会館建設事業補助金３，０００万円の積算根拠と新しい商工会

館の建設候補地について質疑がありました。理事者からは、積算根拠について、地域経済

の活性化や雇用の拡大、商工会が担う役割などを考慮し、建築に係る費用の３分の１、限
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度額を３，０００万円としている。建設候補地は阿波市社会福祉協議会の敷地内の旧テニ

スコート跡地を候補地としていると答弁がありました。 

 以上、産業建設常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（森本節弘君） 産業建設常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認めます。 

 これで産業建設常任委員会委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 以上で各常任委員会委員長の報告を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第６号）についてから議案第１２号令

和２年度阿波市水道事業会計予算についてまでの計１２件を一括して採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第１２号ま

での１２件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１３号阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正についてから議案第３２号阿波市公民館条例の一部改正についてまでの計２

０件を一括して採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１３号から議案第３２号

までの２０件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号阿波市道路線の認定についてから議案第３５号阿波市道路線の廃止

についてまでの計３件を一括して採決いたします。 
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 委員長の報告は可決です。 

 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３３号から議案第３５号

までの３件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３６ 議案第３６号 令和元年度阿波市一般会計補正予算（第７号）について 

○議長（森本節弘君） 次に、日程第３６、議案第３６号令和元年度阿波市一般会計補正

予算（第７号）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日追加提案させていただいております令和２年第１回阿波市議

会定例会への提出議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第３６号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第７号）につきましては、追加補正

予算額２億５２０万円でございます。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

はこの後担当部長より説明させていただきますので、十分ご審議の上、ご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております議案について補足説明を求めます。 

 安丸企画総務部長。 

○企画総務部長（安丸 学君） それでは、本日追加議案として提出させていただいてお

ります議案第３６号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第７号）について補足説明をさ

せていただきます。 

 議案書をごらんください。 

 令和元年度阿波市一般会計補正予算（第７号）は次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億５２０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４０億３，４９０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
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歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、繰越明許費の追加は、第２表繰越明許費補正による。 

 第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

 令和２年３月１８日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、国が進めております全国一律のＩＣＴ情報通信技術の

環境整備を図るため、児童・生徒１人１台の端末と高速大容量の通信ネットワークを一体

的に整備し、個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる構想でありま

すＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた取り組みを図るため、２億５２０万円の追加補正

を行い、補正後の予算総額を２４０億３，４９０万円とするものであります。 

 それでは、歳入歳出予算につきましてご説明をさせていただきます。 

 初めに歳入予算であります。 

 ６ページ、７ページをお願いを申し上げます。 

 １５款国庫支出金５，３８１万２，０００円の追加で、情報通信ネットワーク環境施設

整備費補助金であります。 

 １９款繰入金４，８１８万８，０００円の追加で、教育施設整備基金繰入金でありま

す。 

 続いて、２２款市債につきましては１億３２０万円の追加で、補正予算債であります。 

 次に、歳出予算につきまして説明をさせていただきます。 

 ８ページ、９ページをお願いをいたします。 

 １０款教育費２億５２０万の追加で、設計監理委託料７７０万円、工事請負費１億９，

７５０万円であります。 

 以上、議案第３６号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認をいただき

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 補足説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認めます。 

 これで議案第３６号に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 
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 議案第３６号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略い

たしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３６号は委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第３６号令和元年度阿波市一般会計補正予算（第７号）についてを採決いたしま

す。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３６号は原案のとおり可

決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３７ 議案第３７号 副市長の選任について 

○議長（森本節弘君） 次に、日程第３７、議案第３７号副市長の選任についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日追加提案させていただいております令和２年第１回阿波市議

会定例会への提出議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第３７号副市長の選任につきましては、木具恵副市長から３月３１日付をもって退

職いたしたい旨の申し出があったことから、地方自治法第１６５条第２項の規定に基づ

き、承認したところでございます。 

 このことから、次の者を副市長として選任したいので、地方自治法第１６２条の規定に

よりまして議会の同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、徳島市中昭和町２丁目４０番地２サーパス中昭和町３０３号、氏
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名は春木尚登、生年月日は昭和３８年８月７日生まれでございます。 

 春木氏につきましては、香川大学を卒業後、昭和６１年に徳島県に奉職され、平成１３

年に議会事務局総務課秘書係長、平成２５年に保健福祉部医療政策課医療戦略推進室長、

平成２７年に保健福祉部長寿いきがい課長、令和元年には商工労働観光部副部長を歴任さ

れております。 

 幅広い分野での行政経験をされておりまして、市全体を視野に入れた政策判断に関する

重要な企画、立案ができる人材でございます。私を補佐し、関係部局を指揮監督する立場

としても、本市の副市長として最適任者であると考えますので、ご同意を賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 なお、就任につきましては、令和２年４月１日からでございます。 

 十分ご審議の上、ご承認いただきますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明と

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） それでは、質疑をさせていただきます。 

 木具副市長におかれましては、事業系の副市長として本市の発展に多大な貢献をしてい

ただき、大変ありがとうございます。特に新しいごみ処理施設を燃料化方式とする、それ

を決定をする中心人物としてご活躍いただいたわけであります。 

 ところが、今回副市長に選任された春木さんは、経歴を見たところ事務職員のような経

歴から見て受け取りたいと思います。今、新しいごみ処理施設は建設候補地選定の先送り

とかいろいろ課題が山積しております。そういう中で、技術系職員を事務系職員に切りか

えるということは、新しいごみ処理施設の推進体制を弱体化させると、こういうふうな形

に私は受け取るわけなんですけれども、市長においては、新しいごみ処理施設を推進する

体制を何か、例えば政策監とか副市長とかそういう中心人物を置かないと進まないですよ

という、議会でも質問したわけなんですけれども、そういう、なおかつ弱体化させるとい

うのは、これは一体どういうことかと思いますんで、そこのところをご説明いただけたら

ありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森本節弘君） 藤井市長。 
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 在席でお願いします。 

○市長（藤井正助君） 春木氏の副市長登用につきましては、先ほども提案理由の説明の

中で申し上げましたとおり、保健福祉部の長寿いきがい課長であるとか、商工労働観光部

の副部長を歴任されておりますし、事務系につきましても事業系統につきましても、卓越

した手腕と行動力を持っているということで判断してお願いをしたところでございます。 

 なお、ごみ処理施設の推進に向けての人員の登用につきましては、この２４日になると

思うんですけども、人事異動の中で阿波市のほうから２名、それから上板町のほうから１

名、板野町のほうから１名、すぐれた人材を登用して推進してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解賜りますようによろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（森本節弘君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） 今、市長からごみ処理施設についても非常に卓越したノウハウを

持っているというふうな説明がありましたけれども、実際にその経歴からしたら、ノウハ

ウなんか持ってるってどこで判断してあれしよるかわかりません。ほれから、こういう大

きなプロジェクトは中心人物のしっかりしたんを置かないと、これは一向に前へ進まない

ので、依然として従来の人事推進体制を踏襲しようとしていると。これでは前へ進まんの

でないかと懸念して、あえてご質問させていただきました。 

 以上です。答弁は結構です。同じような答弁を繰り返すだけだろうと思いますんで、も

う結構です。 

○議長（森本節弘君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認めます。 

 これで議案第３７号に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３７号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３７号については委員会

の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 



- 210 - 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第３７号副市長の選任についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３７号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 副市長の入場を許可いたします。 

            （次期副市長 春木尚登君 入場 午前１０時４０分） 

○議長（森本節弘君） ただいま市長より提案のございました副市長が同意されたわけで

あります。議会議員といたしましても、お喜びを申し上げる次第でございます。今後と

も、市長、副市長とともに阿波市発展のためにご活躍されることを、高い席からではござ

いますが、心よりご祈念申し上げます。お喜びにかえさせていただきます。 

 それでは、春木新副市長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

○副市長（春木尚登君） 発言の許可をいただきましたので、一言ご挨拶のほうをさせて

いただきます。 

 先ほどは、副市長の選任の同意につきまして温かくご同意いただきました。本当にあり

がとうございます。身に余る光栄ということで、心一新といいますか、誠心誠意取り組ん

でまいりたいなというふうに思っております。 

 副市長就任後につきましては、市長を補佐いたしまして、阿波市の発展のため、そして

阿波市民の皆様が幸せを感じられるよう誠心誠意努力してまいります。 

 懸案の喫緊の課題もございますけれども、現在国内は新型コロナウイルスの感染拡大に

よる国民生活の影響でありますとか、経済への大きな影響が懸念されております。今後起

こり得るようなさまざまな課題についてもしっかりと対応してまいりたいと考えておりま

すので、議員の皆様方にはご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いしたいと考えておりま

す。 

 甚だ簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。（拍手） 



- 211 - 

○議長（森本節弘君） 春木次期副市長には本当にありがとうございます。退席をしてい

ただきます。今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３８ 議案第３８号 監査委員（議会選出）の選任について 

○議長（森本節弘君） 次に、日程第３８、議案第３８号監査委員（議会選出）の選任に

ついてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、出口治男君の退場を求めます。 

            （１８番 出口治男君 退出 午前１０時４５分） 

○議長（森本節弘君） 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日追加提案させていただいております議案第３８号監査委員の

選任につきましては、本日付で議会選出の木村松雄監査委員から一身上の都合により辞職

願の提出がございました。このことにより、次の者を後任の監査委員として選任いたした

いので、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

 住所につきましては、阿波市土成町吉田字姫塚１５番地２、氏名、出口治男、生年月日

は昭和１７年３月１７日生まれでございます。 

 出口氏は、議会議員として経験豊富で、行政経験に関しすぐれた見識を有しておりまし

て、議会議員より選出の監査委員として適任者であると考えますので、ご同意を賜ります

ようよろしくお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認めます。 

 これで議案第３８号に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３８号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略い

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３８号は委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第３８号監査委員（議会選出）の選任についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３８号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

            （１８番 出口治男君 入場 午前１０時４８分） 

○議長（森本節弘君） ここで監査委員に選任されました出口治男君のご挨拶がありま

す。ご登壇をお願い申し上げます。 

○１８番（出口治男君） 市長より監査委員として提案をいただきました。また、ただい

まは議員の皆様からのご同意をいただきまして監査委員になりました。職務を一生懸命全

うしたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。（拍手） 

○議長（森本節弘君） ご着席ください。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（森本節弘君） 次に、日程第３９、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日追加提案いたしております諮問第１号人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。 

 現阿波市人権擁護委員の篠原えり子氏が、令和２年６月３０日をもって任期満了となり

ますが、引き続き人権擁護委員として選任したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規
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定により議会の意見を求めるものでございます。 

 住所につきましては、阿波市阿波町西原２０８番地１、氏名、篠原えり子、生年月日は

昭和２６年１月３０日生まれでございます。 

 任期は、令和２年７月１日から令和５年６月３０日までの３年間となります。 

 篠原氏は、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護委員として適格者である

と考えますので、議会のご意見を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、提案理由

の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認めます。 

 これで諮問第１号に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 諮問第１号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略いた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、諮問第１号は委員会の付託を省

略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを原案のとおり適任と

して答申いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、諮問第１号は原案のとおり適任

として答申することに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第４０ 発委第１号 阿波市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

○議長（森本節弘君） 次に、日程第４０、発委第１号阿波市議会委員会条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長、江澤信明君。 

○議会運営委員長（江澤信明君） 発委第１号阿波市議会委員会条例の一部を改正する条

例について、提案理由。阿波市議会委員会条例の一部を改正する条例について説明させて

いただきます。 

 今回の改正は、地方自治法第１０９条第６項及び会議規則第１４条第２項の規定により

まして提案するものでございます。内容は、阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整

理に関する条例が令和２年４月１日から施行されるに伴い、阿波市議会委員会条例の一部

を改めます。 

 産業建設常任委員会所管の水道課の所管に関する事項と定められている部分を、水道部

の所管に関する事項に変更するものでございます。 

 なお、改正条例は令和２年４月１日より施行するものといたします。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 議会運営委員会委員長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認めます。 

 これで発委第１号に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 発委第１号阿波市議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、発委第１号は原案のとおり可決

されました。 

 それでは、私、一身上の都合によりまして議長の席を副議長と交代いたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１０時５５分 休憩 

            午前１１時０９分 再開 

            〔議長交代〕 

○副議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま議長の森本節弘君から議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を日程に追加

し、議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、森本節弘君の退席を求めます。 

            （１３番 森本節弘君 退席 午前１１時１０分） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１ 議長辞職の件について 

○副議長（松村幸治君） 追加日程第１、議長辞職の件についてを議題といたします。 

 まず、その辞職願を朗読させます。 

 阿部事務局長。 

○議会事務局長（阿部 守君） それでは、副議長の命令によりまして議長の辞職願を朗

読させていただきます。 

 令和２年３月１８日。阿波市議会副議長殿。阿波市議会議長森本節弘。 

 辞職願。このたび一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（松村幸治君） お諮りいたします。 

 森本節弘君の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、森本節弘君の議長の辞職を許

可することに決定いたしました。 

            （１３番 森本節弘君 入場 午前１１時１２分） 

○副議長（松村幸治君） 森本節弘君、議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 ただいま議長を辞職をされました森本節弘君からご挨拶があります。 

○１３番（森本節弘君） 失礼してマイクをとらさせていただきます。 

 退任に当たっての、皆様にお礼と退任のご挨拶を申し上げたいと思います。 

 平成２８年１０月２５日に副議長として１年させていただいた後、改選の後に議長とし

て平成３０年４月１３日より議長の命を受けて、今まで２年間一生懸命頑張ってまいりま

した。これひとえに、本当に議員各位の皆さんが一致して、私の、こういう男をほんま支

えてくれたおかげと思っております。 

 最終的に最後のほうではちょっと体調崩しまして、副議長の松村議員にもいろいろ迷惑

かけましたし、皆さんにも迷惑かけましたけども、体調のほうも戻ってまいりまして、ま

た一議員として頑張っていきたいと思います。 

 この３年間、副議長含めて、思い出すと、いろいろな案件を、この本庁ができたときか

ら皆さんが一つになってこなしていけました。市長提案の学校の耐震化、それから幼保の

一元化、それに耐震に見合わなかった吉野中学校、一条小学校の改築改修、そういう分に

対しましても、県のほう、また国のほうに働きかけていただきまして、そういうことも完

成に近づきつつあります。 

 また、国関係に対しましては、インターチェンジの設置の決定、またこの間の新聞にお

きましては、４車線ですか、これの予算の決定とか、そしてまた旧阿波町の支所になりま

すが、改築を行いまして免許センターの設置、そしてまた農林水産省の北岸用水のほうが

改修事業ということで、２階のほうに事務所を置いてくれるような格好で聞いておりま

す。これも本当に市長と県のほう、また国のほうと私も一緒にお供させてもろうたり、皆

さんの決議をいただいて本当に苦労してここまで来て、徳島県市議会議長会としても役職

また監事等々、四国市議会としても役員また監事等々、そして今現在、全国のほうにも四

国市議会の評議員として徳島のほうから選出されて大役を受けております。また、県のほ

うでもまだたくさんあるんですけども、阿波市が今大変というかいろいろな役務を受けて

おりまして、議長として本当に自分なりにもようできたなと、ほんまこれも皆様のおかげ

と思います。 
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 最初に今年の評議員になったんですけども、前々から出しておりました公共交通の予算

立てを全国規模で発案させていただいて、それを採決いただきまして、総務省なり国交省

のほうにそういうふうな予算づけで、阿波市の議会として満場一致でそれを全国のほうに

出していただいて推進していただけるということは、私は本当にうれしいことであるし、

やっぱり一番喜んだことでもあります。 

 今後とも、私も一議員としてまた皆さんと一緒に協力させてもろうて、阿波市の発展の

ために頑張ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いをします。この３年

間、本当にありがとうございました。お世話になりました。理事者の方にも本当にお世話

になりました。ありがとうございました。（拍手） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第２ 議長選挙について 

○副議長（松村幸治君） ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、追加日程第２、議長選挙につ

いてを日程に追加し、議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については投票によって行いたいと思います。これにご異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松村幸治君） それでは、投票で行います。 

 選挙は単記無記名投票で行います。 

 執行部の退席を求めます。 

            〔執行部 退席〕 

            〔議場閉鎖〕 

○副議長（松村幸治君） ただいま出入り口が閉じられました。 

 ただいまの出席議員数は２０名です。 

 投票用紙を配付させます。 



- 218 - 

 投票用紙配付。 

            〔投票用紙配付〕 

○副議長（松村幸治君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松村幸治君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○副議長（松村幸治君） 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を

記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 阿部事務局長、点呼を命じます。 

            〔事務局長点呼、投票〕 

○副議長（松村幸治君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松村幸治君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

            〔執行部 入場〕 

○副議長（松村幸治君） それでは、開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に５番藤本功男君、６番笠井安之君を指

名いたします。よって、両名の立ち会いを願います。 

 それでは、投票箱を開き、投票の点検をさせます。 

 開票。 

            〔開  票〕 

○副議長（松村幸治君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 ２０票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

  有効投票 １９票 

  無効投票  １票 

 有効投票中 
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  松村幸治君  １０票 

  樫原賢二君   ８票 

  中野厚志君   １票 

  白票      １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。有効投票数の４分の１以上です。よって、松

村幸治が議長に当選されました。（拍手） 

 ここで、新議長の私、ご挨拶をさせてもらいますので、失礼ではございますが下へおり

させていただきます。 

 ただいま議長に選任されました松村でございます。これからは議会の皆さんとともに藤

井市政を守り立て、一緒になって邁進してまいりたいと思います。微力ではございます

が、どうぞ皆様のお力添え、何とぞよろしくお願いを申し上げます。ともに頑張っていき

ましょう。どうもありがとうございました。（拍手） 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時３６分 休憩 

            午前１１時４９分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第３ 副議長選挙について 

○議長（松村幸治君） ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、追加日程第３、副議長選挙につ

いてを日程に追加し、議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については投票によって行いたいと思います。これにご異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松村幸治君） それでは、投票で行います。 

 選挙は単記無記名投票で行います。 

 執行部の退席を求めます。 

            〔執行部 退席〕 

○議長（松村幸治君） 議場の出入り口を閉じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○議長（松村幸治君） ただいまの出席議員数は２０名です。 

 投票用紙を配付させます。 

 投票用紙配付。 

            〔投票用紙配付〕 

○議長（松村幸治君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○議長（松村幸治君） 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を

記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 阿部事務局長、点呼を命じます。 

            〔事務局長点呼、投票〕 

○議長（松村幸治君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

            〔執行部 入場〕 

○議長（松村幸治君） それでは、開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に７番中野厚志君、８番笠井一司君を指

名いたします。両名の立ち会いをお願いいたします。 
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 投票箱を開き、投票の点検をさせます。 

            〔開  票〕 

○議長（松村幸治君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 ２０票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

  有効投票 １８票 

  無効投票  ２票 

 有効投票中 

  笠井一司君  １３票 

  吉田 稔君   ４票 

  川人敏男君   １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。よって、笠井一司君が副議長に当選されまし

た。（拍手） 

 ただいま副議長に当選されました笠井一司君が議場におられますので、本席から会議規

則第３２条第２項の規定による告知をいたします。 

 副議長に当選されました笠井一司君のご挨拶があります。 

○８番（笠井一司君） 失礼してマスクを外させていただきましてご挨拶させていただき

ます。 

 ただいま皆様から副議長にご選任をいただき、大変ありがとうございました。感謝申し

上げます。皆様のご選任によりまして、阿波市議会第１６代副議長ということで大変な重

責を担うこととなりました。市政をめぐりましては、財政運営それから少子化対策、危機

管理への対応を初めといたしまして、具体的にはこれからスマートインターを進めるとい

うこと、それから企業誘致、それから先ほど議論にもなりましたが、ごみ処理場の問題な

どさまざまな行政課題がございますが、市民生活の向上と市政の発展のため、議長を補佐

いたしまして、公正で円滑な議会運営に努めてまいりたいと考えておりますので、皆様の

ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 また、至らぬ点も多々あろうかと思いますので、皆様のご指導をお願いいたしまして、

簡単ではございますが副議長就任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（松村幸治君） それでは、暫時休憩いたします。 

            午後０時０６分 休憩 

            午後２時００分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 まず最初に、一部訂正させていただきます。 

 先ほどの副議長選挙におきまして、無効票が２票とお伝えしました。こちら、姓名の姓

のみの記載であったため無効票としましたが、調査しました結果、姓のみも有効票となり

ますので、無効票の２票を有効票とし、姓の記載がありました中野厚志君を２票とさせて

いただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

 本日付で議会広報特別委員会委員の出口君、中野君、吉田君、笠井一司君、藤本君、後

藤君、観光開発特別委員会委員の原田君、武澤君、阿部君、樫原伸君、川人君、中野君、

藤本君、公営施設（事業）民営化特別委員会委員の樫原賢二君、後藤君、三浦君、樫原伸

君、笠井一司君、坂東君、北上君、地域活性化インターチェンジ設置特別委員会委員の江

澤君、笠井安之君、出口君、木村君、吉田君、松村君、樫原伸君、武澤君からそれぞれ辞

職願が提出され、委員会条例第１４条により議長において許可いたしました。 

 よって、議会広報特別委員会委員、観光開発特別委員会委員、公営施設（事業）民営化

特別委員会委員、地域活性化インターチェンジ設置特別委員会委員が欠けましたので、委

員会条例第８条第１項の規定により、議長において議会広報特別委員会委員に三浦三一

君、木村松雄君、笠井安之君、藤本功男君、北上正弘君、武澤豪君、観光開発特別委員会

委員に三浦三一君、原田定信君、出口治男君、吉田稔君、笠井一司君、中野厚志君、藤本

功男君、公営施設（事業）民営化特別委員会委員に阿部雅志君、江澤信明君、森本節弘

君、樫原伸君、川人敏男君、坂東重夫君、後藤修君、地域活性化インターチェンジ設置特

別委員会委員に阿部雅志君、樫原賢二君、森本節弘君、吉田稔君、樫原伸君、笠井一司

君、笠井安之君、武澤豪君をそれぞれ選任いたしましたのでご報告いたします。 

 各特別委員会委員におかれましては、特別委員会を開催し、正副委員長を互選してくだ

さいますようお願いを申し上げます。 

 暫時休憩いたします。 

            午後２時０３分 休憩 

            午後２時０４分 再開 

○議長（松村幸治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 各委員会において委員長、副委員長が互選されましたのでご報告いたします。 

 議会広報特別委員会委員長に藤本功男君、副委員長に北上正弘君、観光開発特別委員会

委員長に吉田稔君、副委員長に藤本功男君、公営施設（事業）民営化特別委員会委員長に

川人敏男君、副委員長に坂東重夫君、地域活性化インターチェンジ設置特別委員会委員長

に武澤豪君、副委員長に樫原伸君、以上それぞれ選任されましたのでご報告をいたしま

す。 

 次に、徳島中央広域連合議会、中央広域環境施設組合議会、阿北特別養護老人ホーム組

合議会、阿北環境整備組合議会、阿北火葬場管理組合議会のそれぞれの議会議員の辞職に

ついて報告をいたします。 

 本日付で、徳島中央広域連合議会、中央広域環境施設組合議会、阿北特別養護老人ホー

ム組合議会、阿北環境整備組合議会、阿北火葬場管理組合議会のそれぞれの議会議員の辞

職願が提出され、辞職が許可されております。 

 また、それぞれの組合等の議会から後任者の選任依頼が来ております。 

 お諮りいたします。 

 それぞれの議員選出について日程を追加し、追加日程第４、徳島中央広域連合議会の議

員選出について、追加日程第５、中央広域環境施設組合議会の議員選出について、追加日

程第６、阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員選出について、追加日程第７、阿北環境

整備組合議会の議員選出について、追加日程第８、阿北火葬場管理組合議会の議員選出に

ついてを直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第４ 徳島中央広域連合議会の議員選出について 

  追加日程第５ 中央広域環境施設組合議会の議員選出について 

  追加日程第６ 阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員選出について 

  追加日程第７ 阿北環境整備組合議会の議員選出について 

  追加日程第８ 阿北火葬場管理組合議会の議員選出について 

○議長（松村幸治君） 追加日程第４、徳島中央広域連合議会の議員選出についてから追

加日程第８、阿北火葬場管理組合議会の議員選出についてまでを一括して議題とすること

にご異議ありませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選といたした

いが、これにご異議はございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選といたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいが、これにご異議ありません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決

定いたしました。 

 直ちに指名をいたします。 

 徳島中央広域連合議会の議員に、松村幸治、笠井一司君、樫原伸君、川人敏男君、以上

４名を指名いたします。 

 中央広域環境施設組合議会の議員に、松村幸治、三浦三一君、出口治男君、阿部雅志

君、木村松雄君、森本節弘君、笠井一司君、以上７名を指名いたします。 

 次に、阿北特別養護老人ホーム組合議会議員に、松村幸治、中野厚志君、笠井安之君、

坂東重夫君、後藤修君、北上正弘君、武澤豪君、以上７名を指名いたします。 

 阿北環境整備組合議会議員に、松村幸治、原田定信君、樫原賢二君、吉田稔君、中野厚

志君、笠井安之君、藤本功男君、以上７名を指名いたします。 

 阿北火葬場管理組合議会の議員に、松村幸治、原田定信君、樫原賢二君、江澤信明君、

坂東重夫君、以上５名を指名いたします。 

 当選されました各議員には、会議規則第３２条の第２項の規定により当選の告知をいた

します。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４１ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（松村幸治君） 次に、日程第４１、常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継
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続調査についてを議題といたします。 

 お手元に配付いたしました申出書のとおり、各委員長から閉会中の継続調査の申し出が

ありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたします。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここで、木具副市長から発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

 木具副市長。 

○副市長（木具 恵君） 貴重なお時間をいただき、退任に当たりましての、恐縮ではご

ざいますがご挨拶をさせていただきます。 

 私はこの３年間、藤井市長のリーダーシップのもと、森本前議長、新たにご就任されま

した松村議長、そして笠井一司副議長、そしてここにいらっしゃる議員お一人お一人の指

導のもと、大きな事業に取り組んでまいりました。この３年間におきましては、阿波市政

において、スマートインターチェンジの実現や認定こども園の整備、そして企業誘致など

大きな成果が得られたというふうに実感しているところでございます。 

 ただ、この成果を得られる過程におきまして、私一人の力は非常に微力でございまし

た。藤井市長を初めとして、職員が一丸となって取り組み、また議会も一体となって取り

組んでいただいた結果が、こうした成果にあらわれたものと考えております。私も、こう

した成果を得る過程の中で職員の一人として取り組んでこれたこと、非常にありがたく思

いますし、この場をおかりして皆様に感謝を申し上げたいと思います。 

 先ほど新しく副市長を承認していただきました。４月より立場は変わりますが、引き続

き微力ながら阿波市の発展、ひいては県の発展に尽くしてまいりたいと考えております。

一方で、この３年間培ってまいりました市民の皆様との関係、そして議会の皆様との関係

は引き続き継続していただければというふうに考えており、引き続きのご指導をお願い申

し上げる次第でございます。 

 最後になりましたが、今後阿波市のますますの発展と、ここにいらっしゃる皆様のご健

勝、ご多幸を祈念申し上げ、甚だ簡単ではございますが退任に当たりましてのご挨拶とさ
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せていただきます。本当に３年間どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（松村幸治君） 木具副市長におかれましては、本当にご苦労さまでございまし

た。 

 次に、閉会に当たり、市長からご挨拶がございます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 令和２年第１回定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 初めに、このたびご勇退されました前森本議長におかれましては、２年間議長として議

会運営はもちろん、市行政に対しまして格段のご理解、ご協力を賜りましたことに対しま

して心より厚くお礼を申し上げます。今後、ますますのご活躍をご祈念申し上げます。 

 次に、先ほど議長に松村幸治氏、副議長に笠井一司氏がご就任されたことに対し、心か

らお祝い申し上げ、市政運営の変わらぬご協力をお願い申し上げますとともに、今後のご

活躍をご期待申し上げます。 

 また、先ほどは春木尚登氏の副市長の選任に同意を賜りましたことに心からお礼を申し

上げます。春木氏は、徳島県職員として幅広い行政経験を持ったすばらしい人材でありま

す。今後につきましても、両副市長とともに、円滑な行政運営に取り組んでまいりますの

で、議員各位の格別のご支援、ご指導を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 なお、木具副市長におかれましては、今月末で退職されますが、平成２９年に政策監に

就任し、平成３１年４月からは副市長として３年の間、オーダーメード型の企業誘致を初

め、スマートインターチェンジ連結許可の取得など、阿波市の発展及び活性化などに多大

なるご尽力をいただき、大変感謝をいたしております。来月より徳島県庁で勤務されます

が、より一層のご活躍をご期待申し上げますとともに、今後も阿波市に対しましてご指

導、ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、市政の重要課題等についてご報告申し上げます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。中華人民共和国湖北省武

漢市が発生源と言われております新型コロナウイルス感染症は世界的な広がりを見せてお

り、我が国においても、１月に初めての感染者が明らかになり、その後も感染者はふえて

おり、非常に憂慮すべき状況にございます。本市におきましては、２月２５日に阿波市新

型コロナウイルス連絡調整会議を開催し、今後の対応方針を決定したところでございま

す。その後、県内において感染者が発生したことから、翌２６日には阿波市新型コロナウ
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イルス対策本部を設置し、２８日及び３月２日に対策本部を開催し、市民の皆様への相談

窓口の設置、休日の待機体制の整備、さらには国内外の現状及び各種イベントの自粛な

ど、情報の共有を図ったところでございます。 

 今後につきましては、国から示された新型コロナウイルス感染症の基本方針を踏まえ、

国や県と連携を図り、市内で感染者が発生したとしても、市民の皆様の健康被害を最小限

にとめることができるよう最善の対策を講じてまいります。 

 次に、３月４日、土成図書館・公民館の落成式をとり行いました。周辺には阿波市土成

支所、土成歴史館、土成農業者トレーニングセンターなど、社会教育施設が集約されてい

ることから、地域の生涯学習の拠点として、また人と人とを結びつける地域コミュニティ

ーの活性化の拠点として、そしてその地域のコミュニティーの力を生かした地域の防災拠

点として、地域の皆様が心豊かに生活し、地域が豊かになる取り組みを推進してまいりま

す。 

 次に、３月７日、幼保連携型伊沢認定こども園、３月１６日には、御所放課後児童クラ

ブの落成式をとり行いました。幼保連携型認定こども園につきましては、３月２０日に社

会福祉法人和田島福祉会によるかきはらこども園、はやしこども園の落成式が、３月２７

日は、社会福祉法人かもめ福祉会による市場かもめこども園の落成式が予定されており、

本年度内に民間移管を含む５地区の認定こども園が完成し、来年度の大俣認定こども園の

落成により、令和３年４月からは市内全ての幼保施設が認定こども園として生まれ変わる

ことになります。引き続き、子育てするなら阿波市をキャッチフレーズに、子育て家庭へ

の経済的支援を初め、多様な子育て支援サービスの提供や子育て関連施設の整備に力を入

れてまいります。 

 次に、私が会長を務める徳島自動車道四車線化促進期成同盟会において、徳島自動車道

四車線化の早期実現を国等に対し要望を重ねてきたところでありますが、その要望活動が

実を結び、３月１０日、国土交通省は、徳島自動車道土成インターチェンジから脇町イン

ターチェンジ間の約７．７キロを、２０２０年度から車線を増設する候補区域に選んだと

発表いたしました。残る区間も既に着工しておりまして、両インターチェンジ間全域で四

車線化のめどが立ったところでございます。今後におきましても、機会あるたびに国等へ

の要望活動を行ってまいりたいと考えております。 

 本定例会は、２月２５日の開会以来、本日まで２３日間の長きにわたり、令和２年度の

当初予算案件を初め、多数の重要な議案審議をお諮りした議会でありましたが、提案いた
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しました議案につきまして慎重にご審議の上、全議案、原案どおりご承認いただきまこと

にありがとうございました。本定例会において賜りました貴重なご意見等につきまして

は、十分に検討を行い、今後の市政運営に反映してまいりたいと考えております。 

 春の訪れを感じさせる季節となりましたが、議員各位におかれましては、健康には十分

ご留意され、引き続き市政発展のため、格別のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し

上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

○議長（松村幸治君） これで本日の会議を閉じます。 

 令和２年第１回阿波市議会定例会を閉会いたします。 

            午後２時２０分 閉会 

 

 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名す

る。 

 

            旧  議  長 

 

            旧 副 議 長 

 

            新  議  長 

 

            署 名 議 員 

 

            署 名 議 員 
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